
 

告示第 ６号 

坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金交付要綱（平成22年告示第６号）の

一部を次のように改正する。 

令和 ７年 ３月２６日 

坂 城 町 長 

 

第２条第１号中「及び家庭用エネルギー管理システム」を「、家庭用エネルギー管理シス

テム及び電気自動車」に改める。 

第３条第２項第５号を次のように改める。 

⑸ 自動車検査証に記載された所有者又は使用者が申請者と同一でないもの 

第３条第２項に次の２号を加える。 

⑹ 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が申請者の住所と同一でないもの 

⑺ 町税等を滞納している者 

第５条中「設置された住宅」の次に「又は電気自動車」を加え、同条第２号中「住宅」の

次に「又は電気自動車」を加え、同条第４号中「の設置」を「の設置又は電気自動車の購

入」に改める。 

第８条第５号中「写し（電気自動車等充給電設備」の次に「及び電気自動車」を加え、同

条第６号を次のように改める。 

⑹ 電気自動車等と連携させる電気自動車等充給電設備の契約書の写し又は保証書の写し

（電気自動車の設置に限る。） 

第８条に次の１号を加える。 

⑺ その他町長が必要と認める書類 

別表電気自動車等充給電設備の項を次のように改める。 

電気自動車等

充給電設備 

電気自動車等と住宅の間で相互に

電力を供給できる未使用のもの 

システムの設置に要する経費に対

し、10分の１以内の額。ただし、当

該額が10万円を超えるときは、10万

円とする。 

別表家庭用エネルギー管理システムの項の次に次のように加える。 



 

電気自動車 

住宅との間で相互に電力を供給で

きる機能を有し、自家用の新車と

して購入した未使用のもの（自動

車車検証の燃料の種類が電気のみ

であること。） 

電気自動車の購入に要する経費に対

して10分の１以内の額。ただし、当

該額が10万円を超えるときは、10万

円とする。 

様式第１号から様式第７号までを次のように改める。 



 

様式第１号（第５条関係） 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

 



 

様式第３号（第６条関係） 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

 



 

様式第６号（第９条関係） 

 



 

様式第７号（第10条関係） 

 

 

附 則 



 

この要綱は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の坂城町

住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請につい

て適用し、施行日前に受けた申請については、なお従前の例による。 


